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(57)【要約】
【課題】物品の製造装置に使用される型等の可換部材が
適合品でないことを防止する。
【解決手段】樹脂封止装置１に装着される可換部材であ
る成形型６に標識９を設け、その成形型６を特定する情
報を含む第１の情報を表す微細パターンが形成された情
報形成面９ａを標識９に設ける。情報読取手段１０が微
細パターンを読み取り、読み取られた微細パターンに基
づいて解読部ＤＥが第１の情報を得る。第１の情報と、
その成形型６を特定する情報を含む予め記憶された第２
の情報とを、判別部Ｊが比較して判別を行う。制御部８
は、それぞれ判別の結果に基づき、第２の情報に対して
成形型６が適合する場合には樹脂封止装置１が動作する
ように、第２の情報に対して成形型６が適合しない場合
には第２の情報に対して成形型が適合しないことを製造
装置が示すように、樹脂封止装置１を制御する。よって
、樹脂封止装置１に使用される成形型６が適合品でない
ことが防止される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品の製造装置に含まれ材料から製造される前記物品の種類に応じて交換される少なく
とも１つの可換部材と、
　前記可換部材において設けられた標識と、
　前記標識に形成されたパターンと、
　前記パターンを光学的に読み取る読み取り部と、
　読み取られた前記パターンに基づいて、前記可換部材を特定する情報を含む第１の情報
を得る解読部と、
　前記可換部材を特定する情報を少なくとも含む予め記憶された第２の情報に基づいて、
前記製造装置の動作を制御する制御部と、
　前記第１の情報と前記第２の情報とを比較して判別を行う判別部とを備え、
　前記制御部は、前記判別の結果に基づいて前記第２の情報に対して前記可換部材が適合
する場合には、前記製造装置が動作するように前記製造装置を制御し、
　前記制御部は、前記判別の結果に基づいて前記可換部材が前記第２の情報に対して適合
しない場合には、前記第２の情報に対して前記可換部材が適合しないことを前記製造装置
が示すように前記製造装置を制御し、
　前記可換部材が適合品であるか否かに関する判別、又は、前記可換部材が要保守品であ
るか否かに関する判別のうち少なくともいずれか１つに、前記第２の情報が使用されるこ
とを特徴とする物品の製造装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された物品の製造装置において、
　前記制御部は、前記判別の結果に基づいて前記可換部材が前記第２の情報に対して適合
しない場合には、前記製造装置が動作しないように前記製造装置を制御することを特徴と
する物品の製造装置。
【請求項３】
　請求項２に記載された物品の製造装置において、
　前記制御部は、前記製造装置が動作しないように前記製造装置を制御した後に、受け取
った信号に応じて、前記製造装置が動作するように前記製造装置を制御することを特徴と
する物品の製造装置。
【請求項４】
　請求項１に記載された物品の製造装置において、
　前記可換部材は単数の可換部材又は複数の可換部材を含み、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に前記標識
が設けられ、
　前記情報読み取り部は受光部と導光部と画像取得部とを有し、
　少なくとも前記受光部は前記所定の位置にそれぞれ対応して設けられることを特徴とす
る物品の製造装置。
【請求項５】
　請求項１に記載された物品の製造装置において、
　前記可換部材は単数の可換部材又は複数の可換部材を含み、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に前記標識
が設けられ、
　前記情報読み取り部は受光部と導光部と画像取得部とを有し、
　少なくとも前記受光部が移動することによって、前記受光部は前記単数の可換部材又は
前記複数の可換部材のそれぞれに対して共通して使用されることを特徴とする物品の製造
装置。
【請求項６】
　請求項５に記載された物品の製造装置において、
　少なくとも前記受光部は、前記可換部材に前記材料を供給する機能、又は、前記可換部
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材から前記物品を搬出する機能のうち少なくともいずれかの機能を有する搬送機構に設け
られ、
　前記受光部は前記搬送機構によって前記所定の位置まで移動することを特徴とする物品
の製造装置。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　前記画像取得部は前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材から離れた位置において
設けられ、
　前記受光部と前記画像取得部とが前記導光部によって光学的に接続されることを特徴と
する物品の製造装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　前記可換部材は単数の型又は複数の型を含むことを特徴とする物品の製造装置。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　前記可換部材は少なくとも第１の型と前記第１の型に相対向する第２の型とを有し、
　少なくとも前記第１の型と前記第２の型とを相対的に移動させる駆動機構とを備えるこ
とを特徴とする物品の製造装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　少なくとも前記可換部材が設けられた可換部材モジュールと、
　前記材料を受け入れる受入モジュールとを備え、
　前記可換部材モジュールは前記受入モジュールに対して着脱されることができ、
　前記可換部材モジュールは他の可換部材モジュールに対して着脱されることができるこ
とを特徴とする物品の製造装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　前記標識に形成された前記パターンは、電鋳加工によって形成されたパターンを含むこ
とを特徴とする物品の製造装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１つに記載された物品の製造装置において、
　前記パターンが形成された別部材からなる前記標識を備え、
　前記別部材が前記可換部材に固定されることを特徴とする物品の製造装置。
【請求項１３】
　製造装置を使用することによって材料から物品を製造する物品の製造方法であって、
　前記製造装置に含まれ製造される前記物品の種類に応じて交換される少なくとも１つの
可換部材を準備する工程と、
　前記可換部材において設けられた標識を準備する工程と、
　前記標識に予め形成されたパターンを光学的に読み取る工程と、
　読み取られた前記パターンに基づいて、前記可換部材を特定する情報を含む第１の情報
を得る工程と、
　前記可換部材を特定する情報を少なくとも含む予め記憶された第２の情報を読み出す工
程と、
　前記第１の情報と前記第２の情報とを比較して判別を行う工程と、
　前記判別の結果に基づいて前記第２の情報に対して前記可換部材が適合する場合には、
前記製造装置が動作するように前記製造装置を制御する工程と、
　前記判別の結果に基づいて前記可換部材が前記第２の情報に対して適合しない場合には
、前記第２の情報に対して前記可換部材が適合しないことを前記製造装置が示すように前
記製造装置を制御する工程とを備え、
　前記判別を行う工程において、前記可換部材が適合品であるか否かに関する判別、又は
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、前記可換部材が要保守品であるか否かに関する判別のうち、少なくともいずれか１つに
前記第２の情報を使用することを特徴とする物品の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載された物品の製造方法において、
　前記判別の結果に基づいて前記可換部材が前記第２の情報に対して適合しない場合には
、前記製造装置が動作しないように前記製造装置を制御する工程を備えることを特徴とす
る物品の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載された物品の製造方法において、
　前記製造装置が動作しないように前記製造装置を制御した後に、受け取った信号に応じ
て前記製造装置が動作するように前記製造装置を制御する工程を備えることを特徴とする
物品の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載された物品の製造方法において、
　前記情報読み取り部に受光部と導光部と画像取得部とを準備する工程を備え、
　前記可換部材は単数の可換部材又は複数の可換部材を含み、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に前記標識
が設けられ、
　前記第１の情報を読み取る工程においては、前記単数の可換部材又は前記複数の可換部
材のそれぞれに設けられた前記受光部を使用して前記第１の情報を読み取ることを特徴と
する物品の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載された物品の製造方法において、
　前記情報読み取り部に受光部と導光部と画像取得部とを準備する工程を備え、
　前記可換部材は単数の可換部材又は複数の可換部材であり、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に前記標識
が設けられ、
　前記第１の情報を読み取る工程においては、前記単数の可換部材又は前記複数の可換部
材に共通して設けられた前記受光部を使用して前記第１の情報を読み取ることを特徴とす
る物品の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載された物品の製造方法において、
　前記受光部と前記導光部と前記画像取得部とを準備する工程は、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材から離れた位置において前記画像取得部を
準備する工程と、
　前記可換部材に材料を供給する機能、又は、前記可換部材から前記物品を搬出する機能
のうち少なくともいずれかの機能を有する搬送機構において、前記受光部を準備する工程
と、
　前記受光部と前記画像取得部とを光学的に接続する前記導光部を準備する工程とを有し
、
　前記第１の情報を読み取る工程においては、前記搬送機構を移動させることによって前
記所定の位置まで前記受光部を移動させることを特徴とする物品の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１６～１８のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　前記受光部と前記導光部と前記画像取得部とを準備する工程は、
　前記単数の可換部材又は前記複数の可換部材から離れた位置において前記画像取得部を
準備する工程と、
　前記受光部と前記画像取得部とを光学的に接続する前記導光部を準備する工程とを有す
ることを特徴とする物品の製造方法。
【請求項２０】
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　請求項１３～１９のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　前記可換部材に含まれる単数の型又は複数の型を準備する工程を備えることを特徴とす
る物品の製造方法。
【請求項２１】
　請求項１３～１９のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　前記可換部材に含まれる第１の型と、前記可換部材に含まれ前記第１の型に相対向する
第２の型とを準備する工程と、
　少なくとも前記第１の型と前記第２の型とを相対的に移動させる駆動機構を制御する工
程とを備えることを特徴とする物品の製造方法。
【請求項２２】
　請求項１３～２１のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　少なくとも前記可換部材が設けられた可換部材モジュールと、前記材料を受け入れる受
入モジュールとを準備する工程を備え、
　前記可換部材モジュールは前記受入モジュールに対して着脱されることができ、
　前記可換部材モジュールは他の可換部材モジュールに対して着脱されることができるこ
とを特徴とする物品の製造方法。
【請求項２３】
　請求項１３～２２のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　前記標識を準備する工程において、電鋳加工によって形成されたパターンを含む前記標
識を準備することを特徴とする物品の製造方法。
【請求項２４】
　請求項１３～２３のいずれか１つに記載された物品の製造方法において、
　前記標識を準備する工程において、前記可換部材に固定された別部材からなる前記標識
を準備することを特徴とする物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、製造される物品に応じて製造装置において交換される可換部材の誤装着等
を防止することによって、物品の品質を保持し、かつ、製造装置に悪影響を与えることを
防止する、物品の製造装置及び製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレス機等において加工される物品の種類に応じて交換される金型を交換する作業に際
して、製品不良が発生しないようにすることを目的の１つにして、「正しい金型」である
ことを判別することが行われている。例えば、プレス機本体に装着した金型に付された識
別番号に対応するバーコードタグが、機械段取り部に設けられるバーコード管理パネルに
張り付けられる。金型段取り時に装着金型の識別番号に対応するバーコードタグがバーコ
ードリーダによって読み取られる。バーコードリーダによって読み取られた固有の金型情
報と、加工に用いる金型セットにしたときのセット金型情報とを記憶させ、加工時にはセ
ット金型情報を基にして必要とする金型セットを呼び出して金型交換を行う金型管理方法
が提案されている（特許文献１の段落〔０００６〕、〔０００９〕、〔００２７〕及び図
５を参照）。
【０００３】
　樹脂成形装置の一種である電子部品用の樹脂封止装置は、基板（リードフレーム、プリ
ント基板等）の上に装着された半導体チップ等のチップ状素子を封止樹脂によって覆う。
これによって、成形品である封止済基板が完成する。樹脂封止装置における樹脂封止用の
成形型は、封止済基板の機種（品種）が変更される場合、成形型が摩耗した場合等におい
て、交換される。したがって、成形型は、製造される物品（封止済基板）の種類に応じて
交換される可換部材である。
【０００４】



(6) JP 2016-210007 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

　交換されて新たに装着される成形型が適正な成形型ではない場合（例えば、作業者の選
択ミス等に起因する成形型の誤装着が発生した場合）、品質が保証されかつ特性が合致し
た正しい金型（適合品）とは異なるものが装着された場合等には、成形品の品質が損なわ
れるおそれがある。加えて、樹脂封止装置の本体に悪影響を与える等の不具合が発生する
おそれがある。
【０００５】
　電子部品の樹脂封止装置に搭載して使用される成形型を交換する場合には、作業者が手
動によって交換作業を行う。このことから、機械段取り部にバーコードタグを設けること
ができない。加えて、成形型を識別するために、その成形型にバーコードタグを設ける場
合には、次のような問題がある。成形型は、樹脂成形装置に取り付けられた後に所定の成
形温度（例えば、約１８０℃）にまで加熱されて、その状態で使用される。このため、バ
ーコードタグを標識として使用する場合は、高温によってバーコードタグが損傷してその
標識に施された表示機能が損なわれやすい。したがって、バーコードタグに適合品である
旨の標識が表示されていたとしても、そのバーコードタグが損傷した場合には、装着され
た成形型の適否判別を正しく行うことができないという問題がある。したがって、物品の
製造に使用される可換部材の誤装着が発生するおそれがある。
【０００６】
　金型を管理する方法として、金型を構成する各金型部品にＲＦＩＤ（Radio Frequency 
IDentification）タグを付加する方法が提案されている（特許文献２の段落〔００１３〕
を参照）。この方法は、高温（例えば、約１８０℃）において使用される金型には適用で
きない。金型部品に付加されたＲＦＩＤタグが熱によって破壊されるからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０７－１６４０７３号公報
【特許文献２】特開２００３－０５０６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、物品の製造装置において物品の製造に使用される可
換部材が、本来使用されるべき可換部材に適合しない場合が発生するおそれがある、とい
うことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本発明に係る物品の製造装置は、物品の製造装置に含
まれ材料から製造される物品の種類に応じて交換される少なくとも１つの可換部材と、可
換部材において設けられた標識と、標識に形成されたパターンと、パターンを光学的に読
み取る読み取り部と、読み取られたパターンに基づいて、可換部材を特定する情報を含む
第１の情報を得る解読部と、可換部材を特定する情報を少なくとも含む予め記憶された第
２の情報に基づいて、製造装置の動作を制御する制御部と、第１の情報と第２の情報とを
比較して判別を行う判別部とを備え、制御部は、判別の結果に基づいて第２の情報に対し
て可換部材が適合する場合には、製造装置が動作するように製造装置を制御し、制御部は
、判別の結果に基づいて可換部材が第２の情報に対して適合しない場合には、第２の情報
に対して可換部材が適合しないことを製造装置が示すように製造装置を制御し、可換部材
が適合品であるか否かに関する判別、又は、可換部材が要保守品であるか否かに関する判
別のうち少なくともいずれか１つに、前記第２の情報が使用されることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、制御部は、判別の結果に
基づいて可換部材が第２の情報に対して適合しない場合には、製造装置が動作しないよう
に製造装置を制御することを特徴とする。
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【００１１】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、制御部は、製造装置が動
作しないように製造装置を制御した後に、受け取った信号に応じて、製造装置が動作する
ように製造装置を制御することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、可換部材は単数の可換部
材又は複数の可換部材を含み、単数の可換部材又は複数の可換部材のそれぞれにおける所
定の位置に標識が設けられ、情報読み取り部は受光部と導光部と画像取得部とを有し、少
なくとも受光部は所定の位置にそれぞれ対応して設けられることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、可換部材は単数の可換部
材又は複数の可換部材を含み、単数の可換部材又は複数の可換部材のそれぞれにおける所
定の位置に標識が設けられ、情報読み取り部は受光部と導光部と画像取得部とを有し、少
なくとも受光部が移動することによって、受光部は単数の可換部材又は複数の可換部材の
それぞれに対して共通して使用されることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、少なくとも受光部は、可
換部材に材料を供給する機能、又は、可換部材から物品を搬出する機能のうち少なくとも
いずれかの機能を有する搬送機構に設けられ、受光部は搬送機構によって所定の位置まで
移動することを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、画像取得部は単数の可換
部材又は複数の可換部材から離れた位置において設けられ、受光部と画像取得部とが導光
部によって光学的に接続されることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、可換部材は単数の型又は
複数の型を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、可換部材は少なくとも第
１の型と第１の型に相対向する第２の型とを有し、少なくとも第１の型と第２の型とを相
対的に移動させる駆動機構とを備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、少なくとも可換部材が設
けられた可換部材モジュールと、材料を受け入れる受入モジュールとを備え、可換部材モ
ジュールは受入モジュールに対して着脱されることができ、可換部材モジュールは他の可
換部材モジュールに対して着脱されることができることを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、標識に形成されたパター
ンは、電鋳加工によって形成されたパターンを含むことを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る物品の製造装置は、上述した製造装置において、パターンが形成された別
部材からなる標識を備え、別部材が可換部材に固定されることを特徴とする。
【００２１】
　上述した課題を解決するために、本発明に係る物品の製造方法は、製造装置を使用する
ことによって材料から物品を製造する物品の製造方法であって、製造装置に含まれ製造さ
れる物品の種類に応じて交換される少なくとも１つの可換部材を準備する工程と、可換部
材において設けられた標識を準備する工程と、標識に予め形成されたパターンを光学的に
読み取る工程と、読み取られたパターンに基づいて、可換部材を特定する情報を含む第１
の情報を得る工程と、可換部材を特定する情報を少なくとも含む予め記憶された第２の情
報を読み出す工程と、第１の情報と第２の情報とを比較して判別を行う工程と、判別の結
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果に基づいて第２の情報に対して可換部材が適合する場合には、製造装置が動作するよう
に製造装置を制御する工程と、判別の結果に基づいて可換部材が第２の情報に対して適合
しない場合には、第２の情報に対して可換部材が適合しないことを製造装置が示すように
製造装置を制御する工程とを備え、判別を行う工程において、可換部材が適合品であるか
否かに関する判別、又は、可換部材が要保守品であるか否かに関する判別のうち、少なく
ともいずれか１つに第２の情報を使用することを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、判別の結果に基づいて可
換部材が第２の情報に対して適合しない場合には、製造装置が動作しないように製造装置
を制御する工程を備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、製造装置が動作しないよ
うに製造装置を制御した後に、受け取った信号に応じて製造装置が動作するように製造装
置を制御する工程を備えることを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、情報読み取り部に受光部
と導光部と画像取得部とを準備する工程を備え、可換部材は単数の可換部材又は複数の可
換部材を含み、単数の可換部材又は複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に標識
が設けられ、第１の情報を読み取る工程においては、単数の可換部材又は複数の可換部材
のそれぞれに設けられた受光部を使用して第１の情報を読み取ることを特徴とする。
【００２５】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、情報読み取り部に受光部
と導光部と画像取得部とを準備する工程を備え、可換部材は単数の可換部材又は複数の可
換部材であり、単数の可換部材又は複数の可換部材のそれぞれにおける所定の位置に標識
が設けられ、第１の情報を読み取る工程においては、単数の可換部材又は複数の可換部材
に共通して設けられた受光部を使用して第１の情報を読み取ることを特徴とする。
【００２６】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、受光部と導光部と画像取
得部とを準備する工程は、単数の可換部材又は複数の可換部材から離れた位置において画
像取得部を準備する工程と、可換部材に材料を供給する機能、又は、可換部材から物品を
搬出する機能のうち少なくともいずれかの機能を有する搬送機構において、受光部を準備
する工程と、受光部と画像取得部とを光学的に接続する導光部を準備する工程とを有し、
第１の情報を読み取る工程においては、搬送機構を移動させることによって所定の位置ま
で受光部を移動させることを特徴とする。
【００２７】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、受光部と導光部と画像取
得部とを準備する工程は、単数の可換部材又は複数の可換部材から離れた位置において画
像取得部を準備する工程と、受光部と画像取得部とを光学的に接続する導光部を準備する
工程とを有することを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、可換部材に含まれる単数
の型又は複数の型を準備する工程を備えることを特徴とする。
【００２９】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、可換部材に含まれる第１
の型と、可換部材に含まれ第１の型に相対向する第２の型とを準備する工程と、少なくと
も第１の型と第２の型とを相対的に移動させる駆動機構を制御する工程とを備えることを
特徴とする。
【００３０】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、少なくとも可換部材が設
けられた可換部材モジュールと、材料を受け入れる受入モジュールとを準備する工程を備
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え、可換部材モジュールは受入モジュールに対して着脱されることができ、可換部材モジ
ュールは他の可換部材モジュールに対して着脱されることができることを特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、標識を準備する工程にお
いて、電鋳加工によって形成されたパターンを含む標識を準備することを特徴とする。
【００３２】
　本発明に係る物品の製造方法は、上述した製造方法において、
標識を準備する工程において、可換部材に固定された別部材からなる標識を準備すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、物品の製造装置に装着される可換部材に標識を設ける。標識に、その
可換部材を特定する情報を含む第１の情報を表すパターンを形成する。読み取り部がパタ
ーンを読み取り、読み取られたパターンに基づいて解読部が第１の情報を得る。第１の情
報と、その可換部材を特定する情報を含む予め記憶された第２の情報とを、判別部が比較
して判別を行う。制御部は、判別の結果に基づいて第２の情報に対して可換部材が適合す
る場合には、製造装置が動作するように製造装置を制御する。制御部は、判別の結果に基
づいて可換部材が第２の情報に対して適合しない場合には、第２の情報に対して可換部材
が適合しないことを製造装置が示すように製造装置を制御する。よって、物品の製造に使
用される可換部材が第２の情報に適合しないことに起因する不良の発生が抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１（１）は本発明に係る樹脂封止装置が有する成形モジュールの概略正面図、
図１（２）は成形型が有する固定型及び可動型を示す展開斜視図である。
【図２】図２（１）は図１（１）において示された成形モジュールの概略側面図、図２（
２）は成形型の要部を拡大して示す側面図である。
【図３】パターンを光学的に読み取る読み取り部の説明図である。
【図４】標識を製作する工程を示す図で、図４（１）及び図４（２）は電鋳加工工程につ
いての説明図、図４（３）及び図４（４）は標識の裏面に粘着剤を介して剥離紙を一体化
させる工程についての説明図である。
【図５】成形型が適合品か否かに関する判別の手順を示すフローチャートである。
【図６】読み取り部周辺の構成を示す部分側面図である。
【図７】本発明に係る製造装置の概要を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、図を参照して本発明を記述する。本出願書類におけるいずれの図についても、わ
かりやすくするために、適宜省略し又は誇張して、模式的に描かれている。同一の構成要
素には同一の符号を付して、説明を適宜省略する。
【００３６】
［実施例１］
　図１及び図２に基づいて、本発明に係る物品の製造装置及び製造方法の実施例１を記述
する。物品の製造装置の例として電子部品の樹脂封止装置について記述する。電子部品の
樹脂封止装置は、基板（リードフレーム、プリント基板等）の上に装着された半導体チッ
プ等のチップ状素子を封止樹脂によって覆う工程を行う。チップ状素子が装着された基板
（装着済基板）に、成形型を使用して封止樹脂が成形されることによって、成形品に相当
する封止済基板が完成する。封止済基板自体が物品（完成品）に相当する場合がある。封
止済基板が分割（切断）された個片のそれぞれが物品（完成品）に相当する場合がある。
この場合には封止済基板は半製品である。本出願書類において「製品」という文言は半製
品を含む。
【００３７】
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　図１に示されるように、電子部品の樹脂封止装置１は、１個又は複数個の成形モジュー
ルＭを備える。成形モジュールＭが複数個備えられた場合には、それらをＸ方向に沿って
並べて、互いに連結できる。後述するように、複数個の成形モジュールＭは、互いに装着
されることができ、事後的に分離されることができる。
【００３８】
　成形モジュールＭは、本体に固定された固定盤２と、固定盤２に対向して配置されて固
定盤２に対して接離できるように設けられた可動盤３とを有する。樹脂封止装置１は、固
定盤２に対して着脱自在に（交換できるように）装着された固定型（上型）４と、可動盤
３に対して着脱自在に装着された可動型（下型）５とを、少なくとも備える。固定型４と
可動型５とは、併せて成形型（樹脂封止型）６を構成する。成形型６は、製造される製品
に応じて交換される部材（以下適宜「可換部材」という。）である。樹脂封止装置１は、
樹脂封止装置１における、例えば、可動盤３の往復駆動機構（型開閉機構）７ａと樹脂加
圧機構７ｂとを含む駆動機構７の動作を制御するための制御部８を備える。
【００３９】
　成形型６における所定の位置には標識９が貼着される。標識９が有する情報形成面９ａ
には、成形型６を特定する情報を少なくとも含む第１の情報を示す微細パターンが、凹凸
等によって形成されている。微細パターンは、例えば、バーコード、２次元コード等によ
って構成される。
【００４０】
　成形型６を特定する情報には、成形型６の製造者、供給者、役務の提供者等の情報、成
形型６の型番及び製造番号、その成形型６によって成形される成形品（封止済基板）の機
種（品種）、その成形型６が適合品であることを示す適合品情報が含まれる。「適合品」
という文言は、その成形型６について本来使用されるべき成形型であることを意味し、具
体的には、少なくとも次の２つの意味を有する。「適合品」という文言は、第１に、その
成形型６が、製造しようとする製品に対して適合する成形型であって、品質が保証された
成形型であることを、意味する。「適合品」という文言は、第２に、その成形型６が正当
な製造者又は供給者が提供した成形型であることを、意味する。
【００４１】
　図２に示されるように、樹脂封止装置１において、成形型６における所定の位置に対応
する位置には、成形型６に貼着された標識９の情報形成面９ａに形成された微細パターン
を読み取るための情報読取手段（情報読取部）１０が設けられる。
【００４２】
　図１（１）に示されるように、制御部８には、情報読取手段１０によって読み取られた
情報形成面９ａに形成された微細パターンに基づいて第１の情報を得る解読部ＤＥと、成
形型６を特定する情報（第２の情報）が予め記憶された記憶部ＭＥとが設けられる。制御
部８には、得られた第１の情報と予め記憶された第２の情報とを比較して成形型６が第２
の情報に対して適合するか否かに関する判別を行う判別部Ｊが設けられる。制御部８は、
判別の結果に基づいて、駆動機構７の動作を含む樹脂封止装置１の動作を制御する。
【００４３】
　図１（２）に示されるように、成形型６を構成する可動型５には、樹脂材料が供給され
るポット５ａと、可動型５の側（以下「可動側」という。）のキャビティ５ｂと、可動側
のキャビティ５ｂに接続された可動側の樹脂通路５ｃと、エアベント５ｖとが、設けられ
る。固定型４には、固定型４の側（以下「固定側」という。）の樹脂通路４ａと、固定側
のキャビティ４ｂとが、設けられる。
【００４４】
　可動型５と固定型４とは、型開閉機構７ａによって型締めされる。可動型５と固定型４
とが型締めされた状態において、相対向する可動型５の型面（図１（１）における上面）
と固定型４の型面（図１（１）における下面）とが密着する。この状態において、可動型
５のポット５ａと固定側の樹脂通路（カル部）４ａとが連通し、かつ、固定側の樹脂通路
４ａと可動側の樹脂通路５ｃとが連通する。加えて、可動型５のポット５ａは、樹脂通路



(11) JP 2016-210007 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

４ａと樹脂通路５ｃとを順次介して、可動側のキャビティ４ｂと固定側のキャビティ５ｂ
とに連通する。
【００４５】
　樹脂成形時には、可動側のキャビティ４ｂと固定側のキャビティ５ｂとの内部に、溶融
樹脂等の流動性樹脂が充填される。キャビティ４ｂとキャビティ５ｂとの内部に残溜する
気体は、流動性樹脂が充填されることに伴ってエアベント５ｖを通して成形型６の外に排
出される。
【００４６】
　図２（１）に示されるように、情報読取手段１０は、固定型４及び可動型５のそれぞれ
において標識９が装着された位置に対応して、樹脂封止装置の本体１にそれぞれ配置され
る。したがって、固定盤２及び可動盤３にそれぞれ装着された固定型４及び可動型５に貼
着された各標識９の情報形成面９ａから、各情報読取手段１０がそれぞれ微細パターンを
読み取ることができる。
【００４７】
　図２（２）に示されるように、情報形成面９ａの画像を表す光は、導光部（導光路）Ｌ
ａと凸レンズ（集光レンズ）Ｌｂと導光部Ｌｃとを介して、イメージセンサＬdに入る。
イメージセンサＬdは、例えばＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサ等である。イメージセンサ
Ｌdによって、情報形成面９ａの画像に相当する光が電気信号に変換される。情報形成面
９ａの画像を表す電気信号からなる画像データは、ケーブルＬｅを経由して制御部８（図
１参照）に送られる。凸レンズＬｂ、導光部Ｌｃ及びイメージセンサＬdという組合せに
代えて、情報読取手段１０として、イメージセンサを有するディジタルカメラを配置して
もよい。このディジタルカメラは耐熱性を有することが好ましい。
【００４８】
　固定型４及び可動型５からなる成形型６は一組の型ユニットを構成する。そのために、
固定型４又は可動型５のいずれか一方に標識９を貼着等の方法によって固定してもよい。
この場合には、成形型６における標識９が貼着された側に対応して、樹脂封止装置１にお
ける固定型４又は可動型５のいずれか一方の側に、情報読取手段１０を配置しておけばよ
い。以下の記述においては、固定型４に標識９が貼着された場合を対象にする。
【００４９】
　図３に示されるように、成形型６（固定型４又は可動型５のうち少なくとも一方）にお
いて標識が貼着される面には、この面に貼着されて一体化される標識９の厚みよりも深く
なるようにして、標識貼着用の凹所４ｄが設けられる。したがって、後述するように、標
識９を凹所４ｄの内底面に貼着して一体化させることによって、この標識９の情報形成面
９ａが他の構成部材等と接触して情報形成面９ａが変形したり破損したりする等の不具合
を防止できる。
【００５０】
　以下、第１の情報が適合品情報である場合に制御部８が樹脂封止装置１を制御する内容
を記述する。後述するように、制御部８が、判別部Ｊによって得られた「適合品か否か」
という判別結果に基づいて、判別の対象になった成形型６が適合品か否かという情報を、
樹脂封止装置１において表示する。具体的には、成形型６が適合品である場合には、その
旨を表示パネルに表示する。加えて、その成形型６を含む成形モジュールＭが動作可能に
なる状態に移行することが好ましい。成形型６が適合品でない場合には、その旨を表示パ
ネルに表示したうえで、警告灯の点灯、点滅、警告音の発生等の方法によって、作業者に
警告を与える。その成形モジュールＭが動作不能になる状態（例えば、電源はＯＮである
が動作開始信号を受け付けない状態、電源がＯＦＦになる状態等）に、その成形モジュー
ルＭを移行させてもよい。
【００５１】
　固定型４及び可動型５のそれぞれが複数体に分割して構成される、いわゆる分割型であ
る場合（図示なし）には、例えば、その最も重要な部分であって交換され得るキャビティ
ブロックに標識９を貼着する。この場合においては、樹脂成形において最も重要な構成要
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素であって可換部材であるキャビティブロックに関する誤装着、不適合品の装着等を防止
できる。
【００５２】
　図３は、情報読取手段１０として、レーザ式のいわゆる非接触型コード読取センサを例
示する。情報読取手段１０は、レーザダイオード１０ａから発光したレーザ光１０ｂを、
反復振動ミラー（走査ミラー）１０ｃを往復動させることによって反射させる。このこと
によって、標識９に形成された情報形成面９ａを、反復振動ミラー１０ｃにおいて反射し
たレーザ光１０ｂによって走査する。レーザ光１０ｂが情報形成面９ａにおいて反射した
反射光１０ｄをフォトダイオード１０ｅによって受光する。このことによって、情報形成
面９ａに形成された微細パターンを光学的に読み取る。
【００５３】
　図４に示されるように、標識９における情報形成面９ａの側（おもて面側）には、電鋳
（電気鋳造）加工によって高精度の微細パターンが形成される。標識９の裏面側には粘着
剤９ｂを介して剥離紙９ｃが貼着されている。剥離紙９ｃを剥がした状態で、成形型６の
標識貼着面における標識貼着用の凹所４ｄ(５ｄ)の内底面に、粘着剤９ｂを介して標識９
の裏面側を貼着して一体化させる（図３参照）。
【００５４】
　標識９は、電鋳加工によって肉薄のシート状に形成されている。標識９は、次の２つの
目的を有する。第１の目的は、不適合品が適合品であると判別（誤認識）されることを避
けること、である。第２の目的は、成形型６（固定型４及び可動型５）における標識貼着
面（標識貼着用凹所４ｄ・５ｄの内底面）から標識９を剥がして剥がされた標識９を他の
不適合品等に貼着して再使用することができないようにすること、である。したがって、
標識９の厚さは、次の２つの条件をともに満たす程度の厚さ（言い換えれば必要かつ充分
な薄さ）に設定されている。第１に、適合品への貼着時においては、標識９の保形性と、
情報形成面９ａに形成された微細パターン（によって表される情報）を読み取る際の高精
度及び確実性とを、維持することができる厚さである。第２に、標識貼着面４ｄ(５ｄ)に
貼着された標識９を剥がすような場合において、少なくとも情報形成面９ａが損なわれる
程度の厚さである。
【００５５】
　上述した２つの条件を備える標識９（電鋳製品）の厚さとして、例えば、電鋳が面転写
である場合においては、０．０５～０．１μｍの厚さが可能である。この厚さに、情報を
表す微細パターンを高精度に製作できる。立体形状（３次元形状）を含む情報形成面９ａ
を有する標識９を製作する場合においても、上述した２つの条件を備える厚さの電鋳製品
を製作することは、通常の電鋳加工によって可能である。
【００５６】
　図４に基づいて、標識９を製作する場合について記述する。図４（１）及び図４（２）
は電鋳加工工程を、また、図４（３）及び図４（４）は標識９の裏面に粘着剤を介して剥
離紙を一体化させる工程を簡略的に示す。
【００５７】
　図４（１）に示されるように、電鋳加工工程では、電鋳加工槽２０内の電解浴２１中で
金属（ニッケル陽極）２２と母型（陰極）２３との間に外部から一定の電圧を加える。こ
のことによって、陽極で金属のイオン化が起こり、母型２３には金属の還元による電着が
発生する。図４に示された電着はニッケルによってなされる。電着したニッケルによって
構成された電鋳品２４が標識９の本体として使用される。母型２３は楕円振動切削加工等
の精密加工によって製作されることが、好ましい。
【００５８】
　次に、図４（２）に示されるように、母型２３に電着した電鋳品２４を母型２３から剥
離する。電鋳品２４には、母型２３に形成された高精度の形状等が反転することによって
微細パターンが形成される。電鋳品２４において形成された高精度の形状からなる微細パ
ターンは、標識９の情報形成面９ａにおいて、成形型６を特定する情報を表す微細パター
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ンとして使用される。
【００５９】
　次に、図４（３）に示されるように、電鋳品２４の裏面に（情報形成面９ａの反対側の
面に）、剥離紙９ｃが付着した粘着剤９ｂを貼着する。このことによって、粘着剤９ｂ付
の標識９を製作する。
【００６０】
　次に、図４（４）に示されるように、標識９から剥離紙９ｃを剥がす。成形型６の標識
貼着面における標識貼着用の凹所４ｄ(５ｄ)の内底面に、粘着剤９ｂを介して標識９の裏
面を貼着する。その結果、成形型６の凹所４ｄ(５ｄ)の内底面と標識９とを一体化させる
ことができる。
【００６１】
　粘着剤９ｂ及び剥離紙９ｃは、剥離紙９ｃを剥がした状態で、粘着剤９ｂを介して標識
９の裏面を成形型６の標識貼着面における標識貼着用の凹所４ｄ(５ｄ)の内底面に貼着し
て一体化させるために使用される。凹所４ｄ(５ｄ)の内底面に対して電鋳品２４（標識９
の本体）を直接的に貼着する場合には、粘着剤９ｂ及び剥離紙９ｃに代えて、予め、両面
粘着テープを凹所４ｄ(５ｄ)の内底面に貼着してもよい。
【００６２】
　適合品情報を表す微細パターンが形成された標識９は、第１に、その成形型６が製造し
ようとする製品に対して適合する成形型であって品質が保証された成形型であることを、
意味する。適合品情報を表す微細パターンが形成された標識９は、第２に、その成形型６
が、例えば、樹脂封止装置の正規の製作者、正規の型製作者又は正規の樹脂封止装置若し
くは正規の型に関する役務の提供者等（以下「適合品提供者」という。）が提供した成形
型であることを、意味する。標識９において、型を特定する情報を表す微細パターンが形
成された情報形成面９ａは、標識が付されていない不適合品や適合品提供者以外の者によ
る標識等に対して区別することができるように、高精度に形成される。
【００６３】
　情報形成面９ａには、例えば、バーコード、２次元コード等が形成される。これらに加
えて、又は、これらに代えて、情報形成面９ａには、適合品提供者によって任意に定めら
れた文字、文字列、記号、形状、立体的な形状又はこれらの組合せ、模倣が困難な特殊な
画像、ホログラム、その他高精度なマーク等からなる微細パターンが形成されてもよい。
情報形成面９ａに形成された微細パターンに基づいて、成形型６を特定する情報が読み取
られる。情報形成面９ａに形成された微細パターンは模倣が困難なパターンであることが
好ましい。情報形成面９ａに形成された微細パターンは、適合品提供者を表示する微細パ
ターンであって商品又は役務の出所を表示する機能を有する記号等の標章、商標（登録商
標を含む）、ロゴタイプ(logo type )を含んでもよい。
【００６４】
　以下、図１～３と図５に示されたフローチャートとを参照して、成形型６（図１、２参
照）を特定してその成形型６が適合品であるか否かを判断する工程を記述する。まず、図
５においてステップＳ１として示されるように、樹脂封止装置１の電源が投入された状態
において、固定盤２に対して固定型４を装着し、可動盤３に対して可動型５を装着する。
この工程における固定型４と可動型５との装着は、標識９の情報形成面９ａに形成された
微細パターンを読み取ることができれば、仮置き（仮固定）でよい。
【００６５】
　次に、ステップＳ２として示されるように、情報読取手段１０を使用して、装着された
固定型４及び可動型５のそれぞれに貼着された標識９の情報形成面９ａに形成された微細
パターンを読み取る。
【００６６】
　次に、ステップＳ３として示されるように、制御部８は、情報形成面９ａに形成された
微細パターンから第１の情報を得る。例えば、微細パターンが２次元コードである場合に
は、その２次元コードを解読する。
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【００６７】
　次に、ステップＳ４として示されるように、制御部８は、成形型６を特定する情報を含
む第２の情報（予め記憶された情報）を読み出す。第２の情報は、樹脂封止装置１の制御
部８が有する記憶部ＭＥに予め記憶される。
【００６８】
　次に、ステップＳ５として示されるように、制御部８における判別部Ｊは、標識９の情
報形成面９ａに形成された微細パターンから得られた第１の情報と、予め記憶された第２
の情報に含まれる成形型６を特定する情報とを比較する。判別部Ｊは、比較した結果に基
づいて、「固定型４が「適合品」であるか否か」ということと、「可動型５が「適合品」
であるか否か」ということとを、判別する。
【００６９】
　以下に、比較した結果が「固定型４及び可動型５のそれぞれが適合品である」場合（第
１の場合）における処理を記述する。ステップＳ５の次に、ステップＳ６として示される
ように、判別部Ｊは、「固定型４が「適合品」であること」を示す適合信号と、「可動型
５が「適合品」であること」を示す適合信号とを、生成する。
【００７０】
　次に、ステップＳ７として示されるように、制御部８は、受け取った適合信号に基づい
て、樹脂封止装置１の制御部８の表示部（タッチパネル等；図示なし）に、「固定型４が
「適合品」である」ことと、「可動型５が「適合品」である」こととを、表示する。併せ
て、制御部８は、警告灯を、樹脂封止装置１が動作できる状態であることを示す態様（例
えば、緑色の光を連続して点灯する態様）で点灯させてもよい。併せて、制御部８は、樹
脂封止装置１が動作できる状態であることを、「動作可能」などの音声によって示しても
よい。
【００７１】
　次に、ステップＳ８として示されるように、制御部８は、受け取った適合信号に基づい
て、樹脂封止装置１を動作できる状態（動作状態）に移行させる。樹脂封止装置１が既に
動作できる状態にある場合には、制御部８は、引き続き樹脂封止装置１を動作できる状態
に維持する。ステップＳ７とステップＳ８とは、順番が入れ替わってもよく、同時進行的
に実行されてもよい。
【００７２】
　以下に、比較した結果が「固定型４及び可動型５の少なくとも一方が「適合品」ではな
い」場合（第２の場合）における処理を記述する。例として、固定型４が「適合品」であ
り、可動型５が「適合品」ではない場合における処理を記述する。ステップＳ５の次に、
ステップＳ９として示されるように、判別部Ｊは「可動型５が「適合品」ではないこと」
を示す不適合信号を生成する。
【００７３】
　次に、ステップＳ１０として示されるように、制御部８は、受け取った不適合信号に基
づいて、樹脂封止装置１の制御部８の表示部（図示なし）に、「可動型５が「適合品」で
はない」ことを表示する。併せて、制御部８は、警告灯を、樹脂封止装置１が動作できな
い状態であることを示す態様（例えば、黄色又は赤色の光を断続的に点灯する態様）で、
点灯させてもよい。併せて、制御部８は、樹脂封止装置１が動作できない状態であること
を、警告音や「動作不能」等の音声によって示してもよい。
【００７４】
　次に、ステップＳ１１として示されるように、制御部８は、受け取った不適合信号に基
づいて、樹脂封止装置１を動作できない状態（不動作状態）に移行させる。ステップＳ１
０とステップＳ１１とは、順番が入れ替わってもよく、同時進行的に実行されてもよい。
固定型４が「適合品」ではない場合、及び、固定型４と可動型５との双方が「適合品」で
はない場合においても、上述した第２の場合と同様の処理が行われる。
【００７５】
　固定型４又は可動型５のうちの少なくとも一方が、「適合品」ではない型（以下「不適
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合型」という。）である場合には、作業者は「適合品」（以下「適合型」という。）を成
形型の在庫の中から探す。作業者は、不適合型を、発見された適合型に交換する。作業者
は、樹脂封止装置１に適合型が仮置きされた状態において、図５に示されたフローチャー
トに従って、樹脂封止装置１の制御部８を動作させる。この場合には、樹脂封止装置１に
適合型が仮置きされたので、ステップＳ１～Ｓ５～Ｓ８の処理が行われることによって樹
脂封止装置１が動作状態に移行する。
【００７６】
　ここまで、成形型６を特定する情報が少なくとも第１の情報に含まれることを、記述し
た。加えて、ここまで、成形型６を特定する情報には、成形型６の製造者、供給者、役務
の提供者等の情報、成形型６の型番及び製造番号、その成形型６によって成形される成形
品（封止済基板）の品種、その成形型６が適合品であることを示す適合品情報が含まれる
ことを、記述した。これらに限らず、成形型６を特定する情報に、その成形型６に関する
製造年月日、使用開始年月日、使用年月日、製造した物品（封止済基板）のロット番号、
使用回数（ショット数）等の履歴を示す履歴情報が含まれてもよい。履歴情報には、成形
型６のクリーニング、点検、保守（メンテナンス）及び交換（以下「点検、保守等」とい
う。）の内容及び時期等の履歴を示す情報が含まれてもよい。履歴情報には、成形型６に
対する過去における不具合、改善等の履歴を示す情報が含まれてもよい。このことによっ
て、樹脂封止装置１若しくは成形型６の使用者（user) 又は適合品提供者は、それらの情
報（不具合、改善等の履歴を示す情報）のデータベース化を行う。それらの情報は、樹脂
封止装置１又は成形型６の稼働率を向上させるために使用される。
【００７７】
　判別部Ｊ（図１参照）が、例えば可動型５について、履歴情報に基づいて点検、保守等
を行うべき時期が到来したと判別した場合を、記述する。この場合において、判別部Ｊは
「可動型５が、点検、保守等等を必要とする「要保守品」である」ことを示す要保守信号
を生成する。制御部８は、受け取った要保守信号に基づいて、「可動型５が要保守品であ
る」ことを表示し、樹脂封止装置１を動作できない状態（不動作状態）に移行させる。し
たがって、樹脂封止装置１の使用者（user)、作業者等は、その可動型５を対象にする点
検、保守等を行うべき時期が到来したことを知ることができる。加えて、不注意によって
点検、保守等が必要な時期を徒過してその可動型５を含む成形型６が使用され続ける事態
を防止できる。上述した「要保守品」という文言は、点検、保守等を必要とするか否かと
いう観点からその成形型について本来使用されるべき成形型ではないことを意味する。
【００７８】
　成形型６を特定する情報には、少なくとも適合品情報が含まれ、必要に応じて、履歴情
報が含まれていてもよい。成形型６を特定する情報には、必要に応じて、適合品情報と履
歴情報とのいずれか一方が含まれていてもよい。
【００７９】
　なお、成形型６が適合品でない場合であっても、その成形型６を使用することに問題が
ない場合があり得る。例えば、適合品を示す情報に、成形型の製造者が有する特定の工場
において製造された成形型６であることが含まれている場合である。成形型の製造者が有
する別の工場において製造された成形型６である場合には、その成形型６を使用できる。
このような場合を想定して、作業者が適合品を示す情報を確認してその成形型６を使用で
きると判断した場合には、樹脂封止装置１の外部から作業者が入力した信号によって、制
御部８における判別を変更できるようにしてもよい。具体的には、作業者が入力した信号
に応じて、「適合品ではない」という判別から「適合品である」という判別に移行できる
ようにすればよい。
【００８０】
　図３に示されるように、情報読取手段１０として、レーザ式コード読取センサを例示し
た。情報読取手段１０はこのような手段に限られない。例えば、画像読取センサであるＣ
ＣＤ素子(Charge Coupled Device)等のイメージセンサを使用することによって、標識９
の情報形成面９ａを撮影して得られた画像データを制御部８に送ってもよい。送られた画
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像データと予め記憶された特定の画像データ（基準データ）と比較して、適合品であるか
否かの判別を行うようにしてもよい。画像読取センサとして、ＣＭＯＳセンサを使用する
こともできる。情報読取手段１０は、標識９の情報形成面９ａに形成された微細パターン
を高精度にかつ正確に読み取ることができるものであればよい。
【００８１】
　本実施例は、以下に記述する有用で顕著な効果を奏する。第１に、可換部材である成形
型６が適合品であるか否かということに関する判別に、成形型６に固定された標識９から
読み取られた第１の情報と、予め記憶された第２の情報とが使用される。第１の情報は成
形型６を特定する情報を含み、第２の情報は少なくとも成形型６を特定する情報を含む。
成形型６を特定する情報には、適合品情報と履歴情報との少なくともいずれか一方が含ま
れ、好ましくはそれらの双方が含まれる。これらのことによって、第１に、可換部材であ
る成形型６が適合品であるか否かを判別できる。第２に、可換部材である成形型６が要保
守品であるか否かを判別できる。
【００８２】
　第２に、標識９は電鋳加工によって製作されているので、標識９の情報形成面９ａに微
細パターンを高精度に形成できる。加えて、標識９は耐熱性を有する。これらによって、
電子部品の樹脂封止装置を含む樹脂成形装置に搭載される成形型６に貼着して使用するた
めに最適な標識９が得られる。したがって、標識９を貼着した成形型６を使用することが
できるので、作業者による成形型６の誤装着等を防止できる。
【００８３】
　第３に、標識９が貼着された成形型６を使用することによって、成形品の品質を損なう
という問題と、樹脂封止装置１に対して動作不良や耐久性低下その他の悪影響を与えると
いう問題とを、防止できる。
【００８４】
　第４に、標識９は肉薄のシート状に形成されるので、成形型から標識９を剥がすときに
標識９が破損する。このことに起因して、標識９を剥がして他の成形型に元の状態で再貼
着することができない。したがって、例えば、適合品提供者以外の者による標識９の不正
使用、不適合品である成形型の供給等を防止できる。
【００８５】
［実施例２］
　本発明に係る物品の製造装置及び製造方法の実施例２を記述する。本実施例において、
第２の情報は、樹脂封止装置１の外部に設けられた記憶装置に予め記憶される。外部に設
けられた記憶装置としては、次の２つが挙げられる。第１の記憶装置は、樹脂封止装置１
の使用者（user)が半導体製造工程を管理するためのサーバ等が有する記憶装置である。
第２の記憶装置は、樹脂封止装置１又は成形型６に関する適合品提供者が自己の製品、役
務等を管理するためのサーバ等が有する記憶装置である。
【００８６】
　本実施例においては、第１に、樹脂封止装置１又は成形型６の使用者（user)が半導体
製造工程全体を管理するためのサーバ等が有する記憶装置から、第２の情報が読み出され
る。このことにより、樹脂封止装置１又は成形型６の使用者及び作業者は、成形型６が適
合品か否かを知ることができる。加えて、樹脂封止装置１又は成形型６の使用者及び作業
者は、成形型６を対象にする点検、保守等を行うべき時期が到来したか否かを知ることが
できる。「点検、保守等」には、成形型６を対象にしたクリーニング（洗浄の他に、ブラ
シ、レーザ光、プラズマ等を使用した物理的又は化学的なクリーニングを含む）が含まれ
る。
【００８７】
　第２に、樹脂封止装置１又は成形型６に関する適合品提供者が自己の製品、役務等を管
理するためのサーバ等が有する記憶装置から、第２の情報が読み出される。このことによ
り、樹脂封止装置１又は成形型６に関する適合品提供者は、成形型６を対象にする点検、
保守等を行うべき時期が到来したか否かを知ることができる。このことに基づいて、適合
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品提供者は、樹脂封止装置１又は成形型６の使用者（user)に対して点検、保守等を行う
べき時期が到来した旨を連絡して注意を促す。適合品提供者は、必要に応じて、適合品提
供者のサービスエンジニアを派遣する用意、交換用の可換部材を供給する用意等があるこ
とを使用者に伝えてもよい。点検、保守等を行うべき時期が近いこと、サービスエンジニ
アを派遣する用意があること、交換用の可換部材を供給する用意があること等を、適合品
提供者のサーバが、樹脂封止装置１の制御部８に、又は、樹脂封止装置１の使用者が有す
るサーバに、自動的に送信してもよい。これらによって、樹脂封止装置１又は成形型６に
関する適合品提供者及び使用者の双方に対して、予防保全、定期保全を確実に行うための
情報が提供される。
【００８８】
［実施例３］
　図６に基づいて、本発明に係る物品の製造装置及び製造方法の実施例３を記述する。以
下、製造装置である樹脂封止装置１として、下型５に１個のキャビティＣＡＶが設けられ
た、圧縮成形方式を採用した樹脂封止装置１を例に挙げて、記述する。図６に示された成
形型６は、高温（例えば、約１８０℃）において使用される。このことから、情報読取手
段１０を高温から保護する必要がある。本実施例は、高温において使用される可換部材を
対象にする場合における情報読取手段１０の好ましい例を示す。
【００８９】
　図６に示されるように、樹脂封止装置１には、ボールねじ３０とボールナット３１とが
設けられる。ボールナット３１には、主搬送機構３２が取り付けられる。主搬送機構３２
がＸ方向に沿って移動できるように、Ｘ方向に沿って伸びるＸ方向ガイドレール３３が設
けられる。主搬送機構３２には、－Ｙ方向に沿って伸びるＹ方向ガイドレール３４が設け
られる。
【００９０】
　副搬送機構３５が、Ｙ方向ガイドレール３４に沿って移動できるように設けられる。副
搬送機構３５は、基板に半導体チップが装着された装着済基板（図示なし）を上側に保持
して、固定型４の下面に供給する。固定型４の下面において、吸着、クランプ等の方法に
よって装着済基板が一時的に固定される。副搬送機構３５は、シート状、粉粒状等の固形
状樹脂、常温において流動性を有する液状樹脂等の樹脂材料（図示なし）を、下側に設け
られた容器等に保持する。副搬送機構３５は、可動型５に設けられたキャビティＣＡＶの
内部に、保持された樹脂材料を供給する。
【００９１】
　副搬送機構３５において、例えば、下面又は側面には、情報読取手段１０に含まれる受
光部３６が設けられる。受光部３６には、それぞれ耐熱ガラスによって構成された凸レン
ズ３７と反射鏡３８とが設けられる。受光部３６において、凸レンズ３７が設けられた側
（入光側）には、例えば環状の照明３９が設けられる。
【００９２】
　成形型６から離れて位置する主搬送機構３２には、ＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサ等の
イメージセンサ４０を有する画像取得部４１が取り付けられる。イメージセンサ４０によ
って得られた電気信号からなる画像データは、例えば、ケーブル４２を経由して、制御部
８に含まれるカメラコントローラ４３に送られる。画像取得部４１として、主搬送機構３
２に、イメージセンサ４０を有する電子カメラが取り付けられてもよい。Ｘ方向に沿って
並ぶ複数個の成形モジュールＭを樹脂封止装置１が有する場合には、１個の副搬送機構３
５を含む１個の主搬送機構３２が、複数個の成形モジュールＭに共通して使用される。
【００９３】
　可動型（下型）５には、キャビティＣＡＶが形成されたキャビティブロック４４が取り
付けられる。キャビティブロック４４は、製造する製品（本実施例では封止済基板）に応
じて交換される可換部材である。キャビティブロック４４には、情報形成面９ａを有する
標識９が、例えば、貼付、ねじ止め等によって固定される。
【００９４】
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　情報形成面９ａに形成された微細パターンの画像を表す光は、空間からなる導光部４５
を経由して凸レンズ３７に入って集光される。集光された光が反射鏡３８において反射す
る。反射鏡３８において反射した光は、空間からなる導光部４６を経由してイメージセン
サ４０に入り、電気信号からなる画像データに変換される。変換された画像データは、ケ
ーブル４２を経由して、制御部８（図１参照）に含まれるカメラコントローラ４３に送ら
れる。本実施例においては、少なくとも、凸レンズ３７と反射鏡３８とを有する受光部３
６と、導光部４６と、イメージセンサ４０を有する画像取得部４１とが、図２に示された
情報読取手段１０に相当する機能を有する。少なくとも受光部３６と導光部４６と画像取
得部４１とが、情報読取手段１０に含まれる。
【００９５】
　本実施例によれば、次の効果が得られる。第１に、可換部材である成形型６が適合品で
あるか否かを自動的に判別するので、成形型６の誤装着等を防止できる。この効果は、成
形型６に固定された標識９が有する情報形成面９ａから、その成形型６を特定する情報を
自動的に読み取って、その成形型６が適合品であるか否かを自動的に判別するという構成
によって得られる。
【００９６】
　第２に、可換部材である成形型６を対象にした保守点検を行うべき時期を徒過すること
等に起因する、製品の品質低下、成形型６の劣化等を防止できる。この効果は、成形型６
に固定された標識９が有する情報形成面９ａから、その成形型６を対象にした保守点検を
行うべき時期が到来したか否かを自動的に判別するという構成によって得られる。
【００９７】
　第３に、高温の環境下に位置する場合がある凸レンズ３７と反射鏡３８とを含む情報読
取手段１０の劣化と、高温の環境下にはない場所に常に位置するイメージセンサ４０の劣
化とが防止される。この効果は、次の構成によって得られる。画像データの取得に関与す
る光学要素である凸レンズ３７と反射鏡３８とが、耐熱ガラスによって構成される。高温
になる成形型６から離れた位置にイメージセンサ４０が配置され、情報形成面９ａから凸
レンズ３７と反射鏡３８とを順次経由してイメージセンサ４０に至るまでの導光部４５、
４６が空間によって構成される。これらの構成によって、凸レンズ３７と反射鏡３８とを
含む受光部３６と、空間からなる導光部４６と、イメージセンサ４０を含む画像取得部４
１とを有する情報読取手段１０の劣化が防止される。
【００９８】
　第４に、樹脂封止装置１の製造原価の増大を抑制できる。この効果は、次の構成によっ
て得られる。情報読取手段１０のうち、それぞれ耐熱ガラスによって構成された凸レンズ
３７と反射鏡３８とが副搬送機構３５に設けられる構成が、採用される。情報読取手段１
０のうち、イメージセンサ４０を含む画像取得部４１が主搬送機構３２に取り付けられる
構成が、採用される。したがって、情報読取手段１０を移動させるための手段を新たに設
ける必要がないので、樹脂封止装置１の製造原価の増大を抑制できる。加えて、樹脂封止
装置１が複数個の成形モジュールＭを有する場合には、１組の情報読取手段１０を共用で
きる。このことによって、樹脂封止装置１の製造原価の増大をいっそう効果的に抑制でき
る。
【００９９】
　図６には、受光部３６から画像取得部４１に至るまでの導光部４６が空間によって構成
される例を示した。これに代えて、導光部４６として、凸レンズ３７に入って凸レンズ３
７によって集光された光を導く光ファイバを備える構成を採用してもよい。耐熱性を有す
る保護管の内部に光ファイバを配置することが好ましい。この場合には、光ファイバが導
光部に相当する。この構成によれば、光ファイバを適当に引き回すことによって、画像取
得部４１を配置する場所を自由に選択できる。
【０１００】
　図６には、イメージセンサ４０を含む画像取得部４１が主搬送機構３２に取り付けられ
る例を示した。これに限らず、画像取得部４１として、イメージセンサを含むディジタル
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カメラが主搬送機構３２に取り付けられる構成を採用してもよい。この場合には、ディジ
タルカメラが主搬送機構３２に取り付けられてもよく、副搬送機構３５に取り付けられて
もよい。ディジタルカメラが副搬送機構３５に取り付けられる場合には、ディジタルカメ
ラに冷却機構が設けられることが好ましい。
【０１０１】
［実施例４］
　図６と図７とに基づいて、本発明に係る物品の製造装置及び製造方法の実施例４を記述
する。図７に示されるように、樹脂封止装置１は、１個の材料受入モジュールＡと、４個
の成形モジュールＭ（図１参照）と、１個の払出モジュールＢとを有する。樹脂封止装置
１は、それぞれ樹脂封止装置１全体を対象にして、電力を供給する電源５０と、各構成要
素を制御する制御部８（図１参照）とを有する。
【０１０２】
　材料受入モジュールＡと図７における最も左側の成形モジュールＭとを、互いに装着で
き、互いに分離できる。隣り合う成形モジュールＭ同士を、互いに装着でき、互いに分離
できる。図７における最も右側の成形モジュールＭと払出モジュールＢとを、互いに装着
でき、互いに分離できる。上述した構成要素を装着する際の位置決めは、位置決め用穴及
び位置決めピン等の周知の手段によって行われる。装着は、ボルトとナットとを使用した
ねじ止め等からなる周知の手段によって行われる。
【０１０３】
　材料受入モジュールＡは、基板材料受入部５１と、樹脂材料受入部５２と、材料移送機
構５３とを有する。基板材料受入部５１は、樹脂封止装置１の外部から装着済基板５４を
受け入れる。樹脂材料受入部５２は、樹脂封止装置１の外部から、粉粒状の固形状樹脂か
らなる樹脂材料Ｒを受け入れる。
【０１０４】
　図６と図７とを参照して、樹脂封止装置１が有する搬送系を記述する。樹脂封止装置１
には、材料受入モジュールＡから４個の成形モジュールＭを経由して払出モジュールＢに
至るまでに、Ｘ方向に沿ってＸ方向ガイドレール３３が設けられる。Ｘ方向ガイドレール
３３には、主搬送機構３２がＸ方向に沿って移動できるようにして設けられる。主搬送機
構３２には、Ｙ方向に沿ってＹ方向ガイドレール３４が設けられる。Ｙ方向ガイドレール
３４には、主搬送機構３２が有する副搬送機構３５がＹ方向に沿って移動できるようにし
て設けられる。副搬送機構３５は、上部に装着済基板５４を収容し、下部に樹脂材料Ｒを
収容する。副搬送機構３５は、１個の成形モジュールＭにおけるＸ方向ガイドレール３３
に接する待機位置と下型５におけるキャビティＣＡＶの上方との間を往復する。副搬送機
構３５が、上型４の下面に装着済基板５４を供給し、下型５のキャビティＣＡＶに樹脂材
料Ｒを供給する。
【０１０５】
　本実施例では、主搬送機構３２と副搬送機構３５とからなる搬送機構が、装着済基板５
４と、装着済基板５４に装着された半導体チップ（図示なし）が樹脂封止されて成形され
た成形品である封止済基板５５との双方を、搬送する。この構成によれば、主搬送機構３
２と副搬送機構３５とからなる搬送機構が搬入機構と搬出機構とを兼用するので、樹脂封
止装置１の構成が簡素化される。
【０１０６】
　払出モジュールＢは、封止済基板５５を搬送する成形品移送機構５６と、封止済基板５
５を収容するマガジン５７とを有する。加えて、払出モジュールＢは真空ポンプ５８を有
する。真空ポンプ５８は、キャビティＣＡＶを含む空間を減圧するための減圧源である。
真空ポンプ５８を、樹脂封止装置１全体を対象にして、装着済基板５４、封止済基板５５
等を吸着するための減圧源として使用してもよい。真空ポンプ５８は、材料受入モジュー
ルＡに設けられてもよく、各成形モジュールＭに設けられてもよい。
【０１０７】
　本実施例によれば、４個の成形モジュールＭのうち隣り合う成形モジュールＭ同士を、
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互いに装着でき、互いに分離できる。このことにより、需要の増大に応じて成形モジュー
ルＭを増やすことができ、需要の減少に応じて成形モジュールＭを減らすことができる。
例えば、工場Ｆａが立地する地域において特定の製品の需要が増大した場合には、需要が
増大していない地域に立地する工場Ｆｂが有する樹脂封止装置１から、その特定の製品の
生産に使用される成形モジュールＭを分離する（成形モジュールＭを取り外す）。分離し
た成形モジュールＭを工場Ｆａに輸送して、工場Ｆａが有する樹脂封止装置１に、輸送さ
れた成形モジュールＭを増設する。このことによって、工場Ｆａが立地する地域において
増大した需要に応じることができる。したがって、本実施例によれば、需要の増減に柔軟
に対応できる樹脂封止装置１が実現する。
【０１０８】
　樹脂封止装置１として次の変形例を採用できる。第１の変形例においては、材料受入モ
ジュールＡと払出モジュールＢとを統合して、統合された１個の受入／払出モジュールを
樹脂封止装置１の一方の端（図７においては左端又は右端）に配置する。この場合には、
樹脂封止装置１の他方の端（図７においては右端又は左端）において１個の成形モジュー
ルＭが露出しているので、成形モジュールＭ同士の装着と分離とを行いやすい。
【０１０９】
　第２の変形例においては、材料受入モジュールＡと１個の成形モジュールＭとを統合し
て、統合された１個の受入／成形モジュールを樹脂封止装置１の一方の端（図７において
は左端又は右端）に配置する。この場合には、受入／成形モジュールに１個の成形モジュ
ールＭを装着し、又は、複数個の成形モジュールＭを順次装着する。他方の端（図７にお
いては右端又は左端）に位置する成形モジュールＭに払出モジュールＢを装着して、樹脂
封止装置１を構成する。
【０１１０】
　第３の変形例によれば、樹脂封止装置１において、主搬送機構３２と副搬送機構３５と
を併せて搬入機構にして、その搬入機構とは別に搬出機構を備える。この場合には、搬入
機構と搬出機構とが独立して動作するので、樹脂封止装置１において成形動作の効率が向
上する。
【０１１１】
　上述した変形例に限らず、樹脂封止装置１において、隣り合う成形モジュールＭ同士を
互いに装着でき、互いに分離できるように構成されていればよい。そのように構成された
樹脂封止装置１を対象にして、本発明を適用できる。
【０１１２】
　以下に記述する内容は、これまで記述した各実施例に共通して適用される。型の材料と
して、工具鋼等の金属材料が使用される。これに限らず、セラミックス系材料、ガラス系
材料等のように、型の用途、成形品の材料等に応じた最適な材料が使用される。加えて、
型の材料として、金属材料、セラミックス系材料、ガラス系材料等の表面にセラミックス
系材料が成膜された複合材料を使用できる。
【０１１３】
　型の種類には、樹脂封止用の成形型に限らず、一般的なプラスチック製品を成形する際
に使用されるプラスチック用の成形型（樹脂成形型）が含まれる。樹脂成形の方式には、
少なくとも相対向する２個の型を使用する方式が含まれる。それらの方式は、例えば、射
出成形、圧縮成形、トランスファ成形、ブロー成型等である。樹脂成形の方式には、１個
の型を使用する方式が含まれる。それらの方式は、例えば、真空成形（軟化させた熱可塑
性プラスチック板、熱可塑性プラスチックシート等を１個の型の表面に吸着する成形）で
ある。
【０１１４】
　樹脂成形型以外に、型の種類には、プレス型、鋳造型、ダイキャスト型、鍛造型、押出
型等が含まれる。樹脂成形型以外の型には、プレス型のように相対向する１対の型、言い
換えれば１組の型からなるものが含まれる。樹脂成形型以外の型には、例えば、アルミニ
ウム等の押出加工に使用される押出型のように、１個の型からなるものが含まれる。この
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場合には、１個の型が１組の型に相当する。
【０１１５】
　型以外に、製造装置において使用される治具類、工具類が可換部材に含まれる。これら
の治具類、工具類の第１の例として、半導体製造工程において使用される切断装置（ダイ
サ）に設けられる、被切断物が固定される固定治具である切断用のテーブル（ステージ）
が挙げられる。
【０１１６】
　第２の例として、様々な加工装置に設けられている、被加工物（被切断物を含む。以下
同じ。）が固定される固定治具であるテーブル（ステージ）が挙げられる。
【０１１７】
　第３の例として、機械加工において使用される工作機械に設けられる、被加工物が固定
される固定治具（クランパ、取付具等）が挙げられる。従来の技術によれば、被加工物を
加工する際に噴射される切削油、発生する切り屑等の付着によって、バーコードタグ自体
が劣化するおそれがある。一方、本発明によれば、固定治具が有する情報形成面９ａに圧
縮空気等の高圧ガスを吹き付けることによって、切削油、切り屑等の影響を情報形成面９
ａが受ける程度を小さくすることができる。このことによって、固定治具を特定する情報
（第１の情報）が安定して読み取られる。
【０１１８】
　第４の例として、様々な加工装置において被加工物を加工するために使用される工具が
挙げられる。工具には、切削刃、回転刃、研磨シート等が含まれる。
【０１１９】
　上述した４つの例においては、従来の技術によれば、被加工物を加工する際に噴射され
る切削水、切削液、発生する切り屑等の付着によって、バーコードタグ自体が劣化するお
それがある。切削水等の影響によってＲＦＩＤタグの信頼性が低下するおそれがある。一
方、本発明によれば、可換部材が有する情報形成面９ａに圧縮空気等の高圧ガスを吹き付
けることによって、切削水、切り屑等の影響を情報形成面９ａが受ける程度を小さくする
ことができる。このことによって、可換部材を特定する情報（第１の情報）が安定して読
み取られる。
【０１２０】
　物品の製造装置によって製造される物品には、樹脂成形加工、プレス加工、機械加工等
によって製造された完成品が含まれる。加えて、製造される物品には、上述した実施例に
おける封止済基板のような半製品が含まれる。
【０１２１】
　標識９の情報形成面９ａに形成される微細パターンとして、電鋳加工によって形成され
る微細パターン以外に、次の加工を使用して形成される微細パターンを使用できる。第１
の加工は、機械加工である。機械加工には、切削加工（振動切削加工を含む）の他に、ブ
ラスト加工、ウォータージェット加工等が含まれる。
【０１２２】
　第２の加工は、レーザ加工である。レーザの種類は特に限定されない。加工される材料
（標識９を構成する材料）に応じた最適なレーザが使用される。
【０１２３】
　第３の加工は、エッチング加工である。エッチング加工には、ウエットエッチングとド
ライエッチングとの双方が含まれる。
【０１２４】
　第４の加工は、標識の表面に膜を付着させる加工である。膜を付着させる加工には、ス
クリーン印刷、インクジェットによる印刷、塗装等が含まれる。この場合には、膜を構成
する材料として、高い硬度、耐薬品性、耐熱性等の特性を有する材料を使用することが好
ましい。これらの材料を使用する場合には、標識の表面から膜が除去されにくい。したが
って、可換部材の標識９から長期間にわたって安定して情報を得ることができる。
【０１２５】
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　第５の加工は、光造形法に代表される積層造形法、切削造形法等のいわゆる３Ｄプリン
タを使用する加工である。このような３次元造形法によって、標識の表面に微細パターン
を形成できる。
【０１２６】
　上述した加工を使用して形成したシート状、薄板状等の標識９を型の表面に貼着する。
ねじ止めなどの機械的な手段によって、型の表面に標識９を固定してもよい。上述した加
工を使用して、可換部材の表面に微細パターンを直接形成してもよい。
【０１２７】
　加えて、上述した加工を使用して、標識９を有する可換部材自体を製作してもよい。上
述した様々な加工を使用して、可換部材に含まれる構成要素であって標識９を有する構成
要素（例えば、樹脂成形型におけるキャビティブロック、ゲートピース等）を製作しても
よい。
【０１２８】
　微細パターンとしては、バーコード、マトリックス型２次元コード等の既存のコードを
使用できる。製造装置の製造者、使用者等が適宜定めた微細パターンを使用してもよい。
例えば、微細パターンが有する凹凸をそれぞれ「０」及び「１」に（又は「１」及び「０
」に）対応させて、連続する８個の凹凸によって１バイト（８ビット）の情報を表すこと
ができる。微細パターンが有する凹凸をそれぞれモールス符号の長点と短点とに（又は短
点と長点とに）対応させて、モールス符号によって情報を表すことができる。モールス符
号自体を可換部材に形成してもよい。その他に、例えば、バーコードにおける１本のバー
を構成する点（ドット）の数、又は、２次元コードにおける１個の構成要素を構成する点
（ドット）の数を適当な数の凹又は凸として定めて、それらの凹又は凸の数に意味を持た
せてもよい。
【０１２９】
　微細パターンとして、微細加工によって加工された凹凸以外に、微細加工によって加工
された模様自体、画像自体等を使用してもよい。例えば、複数の種類の模様、画像等に対
応して様々な情報を意味付けておき、それらの模様、画像等を画像認識することにより、
対応する情報を読み取ることができる。
【０１３０】
　微細加工によって加工された模様自体、画像自体等には、可換部材の製造者、販売者、
可換部材に関する役務の提供者等（以下「可換部材に関する出所」という。）を特定する
ための、模様、画像、文字等が含まれる。微細パターンであるこれらの模様、画像、文字
等として、可換部材に関する出所を表示する機能を有する標識、例えば、会社名などの商
号、商標（登録商標を含む）を使用してもよい。可換部材に関する出所を表示する機能を
有する標識が微細パターンに含まれてもよい。
【０１３１】
　加えて、本発明によれば次の実施例が可能である。この実施例によれば、可換部材の標
識から第１の情報として可換部材を特定する情報を得る。第１の情報から得られた可換部
材の履歴情報（第２の情報）、言い換えれば、第１の情報に基づいて得られた可換部材の
履歴情報に基づいて、製造された物品の履歴（例えば、製造年月日、物品のロット番号、
製造に使用された製造装置及び可換部材等）を追跡できる。その可換部材を使用して製造
された物品の履歴に関する情報（物品履歴情報；第３の情報）は、例えば、樹脂封止装置
１又は成形型６の使用者（user)が半導体製造工程全体を管理するためのサーバが有する
記憶部、樹脂封止装置１の制御部８が有する記憶部ＭＥ（図１参照）等に、記憶される。
この実施例によれば、例えば、製造装置又は可換部材の使用者（user)が、可換部材が有
する標識から得られた履歴情報（可換部材履歴情報；第２の情報）を、その可換部材を使
用して製造された物品の追跡可能性（traceability )を表す物品履歴情報（第３の情報）
を導く情報として使用できる。
【０１３２】
　本発明は、上述した実施例のものに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
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い範囲内で、必要に応じて、任意にかつ適宜に変更・選択して採用することができる。
【符号の説明】
【０１３３】
　１　　樹脂封止装置（製造装置）
　２　　固定盤
　３　　可動盤
　４　　固定型（可換部材）
　４ａ、５ｃ　樹脂通路路
　４ｂ、５ｂ　キャビティ
　４ｄ、５ｄ　凹所
　５　　可動型（可換部材）
　５ａ　ポット
　５ｖ　エアベント
　６　　成形型（可換部材）
　７　　駆動機構
　７ａ　往復駆動機構（型開閉機構）
　７ｂ　樹脂加圧機構
　８　　制御部
　９　　標識（別部材）
　９ａ　情報形成面
　９ｂ　粘着剤
　９ｃ　剥離紙
　１０　　情報読取手段（情報読取部）
　１０ａ　レーザダイオード
　１０ｂ　レーザ光
　１０ｃ　反復振動ミラー
　１０ｄ　反射光
　１０ｅ　フォトダイオード
　２０　　電鋳加工槽
　２１　　電解浴
　２２　　金属
　２３　　母型
　２４　　電鋳品（標識、別部材）
　３０　　ボールねじ
　３１　　ボールナット
　３２　　主搬送機構（搬送機構）
　３３　　Ｘ方向ガイドレール
　３４　　Ｙ方向ガイドレール
　３５　　副搬送機構（搬送機構）
　３６　　受光部
　３７　　凸レンズ
　３８　　反射鏡
　３９　　照明
　４０　　イメージセンサ
　４１    画像取得部
　４２　　ケーブル
　４３　　カメラコントローラ
　４４　　キャビティブロック（可換部材）
　４５、４６　　導光部
　５０　　電源
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　５１　　基板材料受入部
　５２　　樹脂材料受入部
　５３　　材料移送機構
　５４　　装着済基板
　５５　　封止済基板
　５６　　成形品移送機構
　５７　　マガジン
　５８　　真空ポンプ
　Ａ　　材料受入モジュール
　Ｂ　　払出モジュール
　ＣＡＶ　キャビティ
　ＤＥ　　解読部
　Ｊ　　判別部
　Ｍ　　成形モジュール
　ＭＥ　　記憶部
　Ｒ　　樹脂材料

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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